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令和７年 12 月 26 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会  

御中 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  

附属幼稚園を置く各国立大学法人担当課  

 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

 

幼稚園設置基準における学級編成の見直しについて 

 

日頃より、幼児教育行政の運営に御尽力いただきありがとうございます。 

幼稚園設置基準（昭和 31 年文部省令第 32 号）では、１学級の幼児数は原則 35 人

以下とされているところです。これについて、近年の幼稚園を取り巻く環境変化を踏

まえ、より一層、幼児一人一人に応じた指導を充実させ、教育の質の更なる向上を図

るため、１学級の幼児数を原則 35人以下から原則 30人以下に引き下げることを予定

しております。幼稚園設置基準の改正の趣旨や内容の詳細については、別紙１及び別

紙２をご参照ください。 

本基準の改正案について、本日、パブリック・コメント（意見公募手続）を開始し、

公布は令和８年２月頃、施行は令和８年４月１日を予定しております。また、令和６

年に実施した「学級編制基準引下げの検討に伴う実態調査」の結果等を踏まえ、６年

間の経過措置を設けることとしております。学級編成の現状等については、別紙３を

ご参照ください。 

公布の際には改めて通知する予定ですが、各都道府県教育委員会、各私立学校主管

課、各国立大学法人課におかれましては、本改正の趣旨についてあらかじめご理解い

ただき、新たな基準を満たすよう、必要な施設整備や人員の確保等、適切な措置を講

じるようお願いいたします。 

なお、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準に

おける学級編成基準についても、同様の改正を検討していることを申し添えます。 

 

【添付資料】 

（別紙１）幼稚園設置基準の一部を改正する省令案について（概要） 

（別紙２）幼稚園設置基準の一部を改正する省令案について 

※パブリック・コメントを実施中のもの 

（別紙３）幼稚園における学級編成に関する参考資料 

 

 
【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課企画係 
代表電話：03-5253-4111（内線：3136） 


